
  
  

令和 ５ 年 ７ 月 19 日 

不動産・建設経済局参事官（不動産管理業）付 

国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則の一部を 

改正する省令等が公布・施行されました 

国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則の一部を改正する省令及び関連告示が本日公

布・施行されました。本省令等の施行に伴い、住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な

体制の要件として、所定の講習の受講修了者も新たに認められるようになりました。 

１．概要 

＜住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制に関する規定の整備（省令）＞ 

住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制の要件として、「管理受託契約

の締結に関する実務についての講習であって、国土交通大臣の登録を受けたもの（登録

実務講習）を修了した者」を追加しました。 

＜登録実務講習に関する規定の整備（省令）＞ 

登録実務講習について新たに省令に位置づけ、講習に係る必要な事項を規定しまし

た。 

＜関連告示の整備＞ 

省令改正に併せ、 

・住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制の要件について省令に定める

ものと同等の能力を有する者を定める告示 

・登録実務講習の実施方法等について定める告示 

を新たに制定しました。 

 

２．スケジュール 

公布・施行日：令和５年７月 19 日（水） 

 

（参考） 

改正省令、告示、住宅宿泊事業法施行要領（ガイドライン）については、以下 URL から

確認いただくことができます。 

  https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000134.html 

 

【お問合せ先】 

不動産・建設経済局参事官付    松山・伊佐 

電話番号 （代表） 03-5253-8111 （内線 25136） 

  （直通） 03-5253-8288 

 

 


